
DMG森精機健康保険組合

2025年12月2日から従来のカードの健康保険証が、医療機関で使用できなくなります。

基本は、マイナ保険証（保険証利用登録をしたマイナンバーカード）での受診となります。

※よくあるご質問Q&Aも合わせて、ご参照ください。(3-4頁参照)

12月2日以降の健康保険の利用方法について
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種類 利用方法

健康保険証 2025年12月2日以降は使用することができません。
健康保険証が無効となる為、回収は行いません。

マイナ保険証 健康保険証の利用登録が完了したマイナンバーカードのことです。
医療機関へ提示すれば、保険診療を受けることができます。

資格確認書 マイナ保険証をお持ちでない方に交付されるものです。
医療機関へ提示すれば、保険診療を受けることができます。
有効期限（資格確認書に記載）があります。

資格情報のお知らせ 当組合の資格情報が正しく登録されたことをお知らせする文書です。
このお知らせのみでは医療機関を受診することはできません。
医療機関でオンライン資格確認システムが導入されていない、またはシステムの都合でオンライン資格
確認ができなかった場合、マイナンバーカードと一緒に提示すれば保険診療を受けることができます。
※2024年10月に書面にて一斉配布済。スマートフォンでのダウンロードも可（次頁参照）
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資格情報のお知らせは、マイナンバーカードの保険
証利用登録をしている方はマイナポータルアプリか
らダウンロードできます。

資格情報のお知らせは下記の場合に使用します。

①医療機関でシステムの不具合等で、マイナ保険
証が使用できなかったとき

②健康保険証の記号番号を知りたいとき

資格情報のお知らせのダウンロード方法について
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【Ｑ１】 マイナ保険証を持っていますが、資格確認書も持ちたいです。

【Ａ１】 マイナ保険証をお持ちの方には、資格確認書の発行が出来ない事が決められています。

【Ｑ２】 健康保険組合の手続きに必要な健康保険記号番号は、どのように確認するのですか。

マイナンバーカードの表面に、記号番号の表示がありません。

【Ａ２】 「資格情報のお知らせ」や、マイナポータルの資格情報画面で確認して記載をお願いします。

【Ｑ３】 書面の「資格情報のお知らせ」を紛失しました。再発行はできますか。

【Ａ３】 再発行はできませんので、スマートフォンのマイナポータルアプリでダウンロードをお願いします。

【Ｑ４】 マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れてしまいました。マイナ保険証は使用できますか。

【Ａ４】 有効期限が切れた後も３ヶ月間は、医療機関で使用する事ができます。しかし、過去の医療情報の共有等の

マイナ保険証の最大のメリットを利用できません。早急に、役所にて更新手続きを行ってください。

【Ｑ５】 マイナ保険証を持っていますが、障害を持っており使用するのが難しいです。

【Ａ５】 ご高齢や障害をお持ちの方で、サポートなしでマイナ保険証のご利用が難しい方は健保組合へご相談ください。

よくあるご質問
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【Ｑ６】 マイナンバーカードを紛失し、再交付の手続き中です。受診の際は、どうすればいいですか。

【Ａ６】 有効期限２ヶ月の資格確認書を発行しますので、健保組合で交付手続きを行ってください。

【Ｑ７】 マイナ保険証を持っていないので資格確認書を交付されましたが、今からマイナ保険証を持てますか。

【Ａ７】 今からでも問題ありません。マイナンバーカードをお持ちでない場合は、まずマイナンバーカードを申請してください。

その後、マイナポータルアプリなどで保険証利用登録を行うことでマイナ保険証になります。

【Ｑ８】 子供の修学旅行や部活動の合宿に健康保険証が必要です。

【Ａ８】 書面の「資格情報のお知らせ」、もしくはマイナポータルからダウンロードした「資格情報のお知らせ」を印刷して

ご使用ください。学校教員の管理下においては、「資格情報のお知らせ」のみでの受診が認められています。

【Ｑ９】 スマートフォンをマイナ保険証として利用する方法を教えてください。

【Ａ９】 厚生労働省のHPに詳しく掲載していますので、ご確認をお願いします。

スマートフォンのマイナ保険証利用方法⇒ クリック

【Ｑ１０】 マイナ保険証の利用方法など、マイナ保険証について詳しく知りたいです。

【Ａ１０】 下記のHPで、さまざまな情報が掲載されています。一般公開されていますのでご家族からもアクセスできます。

厚生労働省のマイナ保険証関係のHP⇒ クリック ＤＭＧ森精機健康保険組合ＨＰ⇒ クリック

よくあるご質問

4/4

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60802.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
https://www.dmgmori-kenpo.or.jp/
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